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2. カラーテレビの受信契約率

ケーブルテレビ(CATV)

3. 新聞の販売部数

雑誌の配送部数

1988年3月現在のテレビ放送局のうち、VHF及 び UHF局は中継局も

含め、全国規模のネットワークとしての日本放送協会(NHK)が総合番

組局3496、教育専門局3420であり、民間放送が103社 (うちテレビ単営

67社)の6515局で、全国世帯数の約8割が4チャンネル以上の民間放送を

視聴可能となっている。

技術革新の進展と、情報化社会のニーズの多様化、高度化に伴い1985年

に本放送が開始された文字多重放送 (TCM)の局は中継局も含め、NH

Kが3496局、民間放送が22社(うち文字多重単営10社)の3203局である。

この他に、放送大学学園の2局、および1982年に実用化された音声多重

放送局が中継局を含め、NHKの3496局、民間放送の73社4521局である。

また、辺地難視聴を解消するため1984年に試験放送が開始されたNHKの

衛星放送は、いまでは独自の番組が多く、第1および第2放送がある。

〔凡例と作図の要点〕

この図は、1987年10月1日現在の国内放送のテレビ放送局のうち、V

HF、 UHF、 TCMについて、中継局を除く、番組を制作し放送する局

(放送大学学園の局を除く)を出力規模別に表示した。なお、TCMについ

ては単営社の局を表示した。また、NHKについては総合番組局および教

育専門局を1局として、総合番組局の出力で表示した。

〔主な資料〕

1.郵政省資料

1988年3月現在のラジオ放送局のうち、中波放送(AM)局は中継局を

含め、全国をカバーするNHKの局が第1放送191局、第2放送140局で

あり、民間放送が73社 (うちラジオ単営37杜 )の210局で、主要な地域

では複数の民間放送を受信可能となっている。短波放送(SW)局は NH

K1局、および民間放送2局である。

音楽放送を中心とする超短波放送(FM)の局は中継局を含め、NHK

が506局であり、民間放送は全国普及を目指して、1980年現在7局、1985

年現在93局、1987年現在115局と開局が進んでいる。

この他に放送大学学園のFM2局がある。

〔凡例と作図の要点〕

この図は、1987年10月1日現在の国内放送のラジオ局のうち、AMお

よびFMについて、中継局を除く番組を制作し放送する局(放送大学学園

の局を除く)を出力規模別に表示した。なお、短波放送局は数が少ないの

で、中波放送局に含めて表示した。また、NHKについては第1放送およ

び第2放送を1局として、第1放送局の出力で表示した。

〔主な資料〕

1.郵政省資料

我が国のテレビ放送は、広告収入でまかなわれる独立経営体としての民

間放送各社と、視聴者の受信料でまかなわれる公共事業体の日本放送協会

(NHK)によって実施されている。

1987年3月31日現在の、NHKの放送受信契約数は3195万件であり、

そのうちカラー契約数は3000万件である。これは全図の世帯数のそれぞれ

80.8％、75.9％にあたるが、カラーテレビ受信機そのものはほとんどの家

庭に普及しており、100世帯あたり保有台数は205台となっている。また、

1987年3月31日現在、衛星放送の受信世帯数は約58万世帯である。

1989年8月からは衛星放送については、衛星放送受信契約を結ぶことに

なった。

〔凡例と作図の要点〕

この図は、1987年3月31日現在のカラー受信契約率(世帯数に対する

テレビ放送のカラー受信契約数の割合)を表示した。

日本放送協会受信規約の基準は概ね次のようになっている。

（１）NHKのテレビ放送を受信することのできる受信機のうち、白黒テ

レビ受信機を設置したものは普通契約を、カラーテレビ受信機を設置

したものはカラー契約を締結しなければならない。ただし、両者を設

置した場合はカラー契約のみとする。

(2)契約は世帯ごとに行うものとする。ただし、同一の世帯に属する 2

以上の住居に設置する受信機については、その設置する住居ごととす

る。ただし、事業所等住居以外の場所に設置する受信機については、

設置場所ごととする。

〔主な資料〕

1.日本放送協会， 昭和61年度版放送受信契約統計要覧

2.自治省， 昭和62年住民基本台帳に基づく全国人口世帯数表

ケーブルテレビは、従来、テレビ放送の辺地における難視聴および都市

部における受信障害の解消を目的とする、小規模な同時再送信施設が大部

分であったが、最近では自主放送を実施する施設が増加している。また、

多チャンネル、多目的のいわゆる都市型CATV施設の設置も増加してい

る。

1988年3月31日現在のCATV施設数は、許可施設709、届出施設2万

5057、小規模施設1万8367、合わせて4万4133である。そのうち、自主

放送を実際に行っているものは、許可施設120、届出施設71、合わせて191

である。

また、受信契約者数は許可施設143万4943、届出施設348万5809、小

規模施設45万6930、合わせて537万7682である。そのうち自主放送の受

信契約者数は、許可施設42万8533、届出施設1万1399、合わせて43万

9932である。

都市型CATVとは加入者端子が1万をこえ、自主放送5チャンネル以

上で、中継増幅器に双方向機能があるものをいい、1988年4月現在12施

設で、受信契約者数は2.9万である。

〔凡例と作図の要点〕

この図は、1988年 3月31日現在の有線テレビ放送(CATV)について、

放送施設数と受信契約者数を、施設の規模別に許可施設(引込端子数501

以上)、届出施設(同51～500)、小規模施設(同50以下)に細分して表

示した。なお、引込端子数50以下の施設で自主放送を行うものは、届出施

設に含めた。

〔主な資料〕

1.郵政省資料

日刊一般紙には全国紙と呼ばれる5大紙と、発行所のある県とその周辺

を主な販売圏とする地方紙がある。5大紙のほか25紙が朝夕刊セット紙を

発刊しており、朝刊のみは19紙、夕刊のみは1紙である。

日刊一般紙の1987年上期の1日あたり販売部数は10万部未満5紙、10

～50万部30紙、50～100万部8紙、100～1000万部5紙、1000万部以

上2紙で合わせて5868万部 (うち朝刊3902万部)である。朝夕刊を合わ

せた1世帯あたり部数は1.46で、最高は大阪の2.01、次いで奈良の1.97で

ある。

新聞協会会員社の1987年10月における、スポーツ紙等を含めた日刊124

紙の発行部数をみると、朝夕刊セットが51紙で2036万セット、朝刊単独

が56紙で2746万部、夕刊単独が17紙で201万部である。

〔凡例と作図の要点〕

スポーツ・娯楽紙、業界紙、政党・宗教団体機関紙などを除く、一般報

道を目的とする日刊の商業新聞66社(5大全国紙の支社を含む )を対象と

して、1987年上期 (1～6月)における、1日あたり平均販売部数を表示

した。朝刊と夕刊はそれぞれ1部として計算した。

〔主な資料〕

1.日本ABC協会， 新聞部数発行社別レポート1987年 1月 ～ 6月

2.新聞協会， 日本新聞年鑑

1986年の雑誌の発行点数は3780点で、そのうち月刊誌が2527点、週刊

誌が104点であり、毎年創刊するものも多いがまた廃刊、休刊するものも

多い。

部門別に発行点数をみると、月刊、週刊その他を合わせて社会科学756

点、文学553点、工学・工業498点、芸術482点、自然科学339点、産業

272点、児童205点等となっている。

1986年の配送部数をみると、月刊誌は23.2億部であり、そのうち大衆誌

が6.5億部で27.9％、児童誌が6.3億部で27.2％と、この2部門で過半数

を占めている。週刊誌は16.9億部であり、そのうち総合誌が5億部で29.4

％、大衆誌が4.9億部で29.1％、児童誌が4.5億部で26.7％である。これ

らの雑誌の総販売金額は1兆1170億円に上っている。

雑誌の人口1人あたり部数は、月刊誌が19.2部で、都道府県別にみると、

東京都が41.6部で最も多く、次いで大阪府が23.6部、京都府が20.5部で

あり、最も少ないのは鹿児島県の11.9部である。一方、週刊誌は14.0部で、

同じく東京都が40.1部で最も多く、次いで大阪府が20.6部、神奈川県が

15.8部であり、最も少ないのは佐賀県の6.5部である。

〔凡例と作図の要点〕

この図は、1986年の雑誌の推定配送部数を、雑誌の部門別に細分して表

示した。年間一人あたり部数は、月刊誌と週刊誌の合計である。なお、月

刊誌には週刊以外の全ての雑誌を含む。

〔主な資料〕

1.全協・出版科学研究所， 1987年雑誌の都道府県別配送量

2.出版ニュース社， 1989年出版年鑑
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テレビ放送局． ラジオ放送局

49.1
テレビ放送局

（1987）

出 力（空中線電力）

VHF放送
1kw未満

1kw

2～6kw

10～20kw

30kw

50kw

送信者

VHF放送

日本放送協会の放送局

民間放送局

民間放送局(TCM放送)

日本放送協会の放送局は、総合および教育放送局
を合わせて1局とし、総合放送局の出力とする。

1987.10.1現在

1:5,000,000

ラジオ放送局

（1987）

出 力（空中線電力）

AM放送

1kw未満

1kw

2～6kw

10～20kw

50kw

100kw以上

送信者

日本放送協会の放送局

民間放送局

日本放送協会の放送局は、第1および第2放送局
を合わせて1局とし、第1放送局の出力とする。

短波放送はAM放送の記号とする

1987.10.1現在

1:5,000,000
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TCM放送UHF放送 UHF放送

FM放送 AM放送 FM放送



(1987)
49.2

都府県界

市町村界および東京都の区界

1:5,000,000

施設数 規 模

許可施設

届け出施設

小規模施設

受信契 約者 数

山梨

31

1:5,000,000

114 受信契約者数

199

カラーテレビの受信契約率． ケーブルテレビ（CATV）

95％以上

90％以上 95％未満

85％以上 90％未満

80％以上 85％未満

75％以上 80％未満

70％以上 75％未満

70％未満

1987.3.31現在

ケーブルテレビ（CATV）
(1988)

(単位10施設)

(単位 1000)

都道府県名

施設数

1988.3.31現在

カラーテレビの受信契約率

全世帯数に対する受信契約数の割合



49.3 (1986)

66

1:5,000,000

(1986)

長野
337

176

(単位10万部)
週刊誌

1:5,000,000
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都道府県名

月刊誌の年間配送部救

週刊誌の年間配送部数

(単位万部)

1日の販売部数

都道府県名

2.0部以上

1.8部以上 2.0部未満

1.6部以上 1.8部未満

1.4部以上 1.6部未満

1.2部以上 1.4部未満

1.0部以上 1.2部未満

1.0部未満

(月刊誌および週刊誌の合計)

年間1人あたり部数

35.0部以上

32.5部以上 35.0部未満

30.0部以上 32.5部未満

27.5部以上 30.0部未満

25.0部以上 27.5部未満

22.5部以上 25.0部未満

22.5部未満

年 間 配 送 部 数

月刊誌

週刊誌

種類

月刊誌

児童

婦人

大衆

総合・文芸

生活・趣味・スポーツ

学習参考

その他

児童

婦人

大衆

総合

専門

スポーツ

1日の販売部数 朝刊

夕刊

全国紙

地方紙

全国紙

地方紙

新聞の販売部数

新聞の販売部数. 雑誌の配送部数

1世帯あたり部数

大分

雑誌の配送部数
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